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告 示

北海道教育委員会告示第９２号
北海道が平成２３年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等
を次のとおり定める。
平成２３年１２月１３日

北海道教育委員会委員長 若 狭 洋 市

交付申請書
及び実績報告
書の様式並び
にこれらに添
付すべき関係
書類の各様式
については、
昭和４９年北海
道告示第８０２
号及び第８１６
号で定める様
式を使用する
こと。
なお、同告
示の様式中宛
先に「北海道
知事（氏名）」
とあるのは、
「北海道教育
委員会教育長
（氏名）」と
書き換えて使
用すること。

提出部数
１部
提出期限
別に指示す
る日
提出先
北海道教育
庁学校教育局
義務教育課

１ 被災幼
児就園支
援事業
共通第

２９号様式
共通第

３１号様式
教育第

２６号様式
別に指
示する様
式
２ 被災児
童生徒就
学援助事
業
共通第

２９号様式
共通第

３１号様式
教育第

２７号様式
教育第

２８号様式
別に指
示する様
式
３ 被災児
童生徒等
特別支援
教育就学
奨励事業
共通第

２９号様式
共通第

３１号様式
教育第

２９号様式
教育第

３０号様式
別に指
示する様
式

１ 被災幼
児就園支
援事業
共通第

１４号様式
共通第

１８号様式
共通第

２０号様式
教育第

２６号様式
別に指

示する様
式
２ 被災児
童生徒就
学援助事
業
共通第

１４号様式
共通第

１８号様式
共通第

２０号様式
教育第

２７号様式
教育第

２８号様式
別に指
示する様
式
３ 被災児
童生徒等
特別支援
教育就学
奨励事業
共通第

１４号様式
共通第

１８号様式
共通第

２０号様式
教育第

１０分の１０以
内（千円未満
を切り捨てた
額）で、次の
額を限度とす
る。
１ 被災幼児
就園支援事
業
年度ごと
に文部科学
省が定める
幼稚園就園
奨励費補助
金の補助単
価額（国庫
補 助 限 度
額）とする。
２ 被災児童
生徒就学援
助事業
要保護児
童生徒援助
費補助金の
各事業にお
ける一人当
たりの単価
を踏まえ文
部科学省が
決定する額
とする。
３ 被災児童
生徒等特別
支援教育就
学奨励事業
特別支援
教育就学奨
励費補助金
の各事業に
おける一人
当たりの単
価を踏まえ
文部科学省

１ 被災幼児
就園支援事
業
入園料と
保育料の合
計額を軽減
する幼稚園
就園奨励事
業に係る所
要経費
２ 被災児童
生徒就学援
助事業
学 用 品
等、学校給
食費又はこ
れに代わる
現物給付に
係る経費、
医療費
３ 被災児童
生徒等特別
支援教育就
学奨励事業
特別支援
学校等への
就学に必要
な経費を軽
減する特別
支援教育就
学奨励事業
に係る所要
経費

市町村被災児童生
徒就学支援等
臨時特例交付
金
東日本大震
災により被災
した幼児児童
生徒に対し
て、必要な援
助を行った市
町村の負担を
支援すること
により、就学
機会の確保に
資することを
目的とする。
１ 被災幼児
就園支援事
業
２ 被災児童
生徒就学援
助事業
３ 被災児童
生徒等特別
支援教育就
学奨励事業

摘 要

交付申請書の
提出部数、提
出期限及び提
出先

実績報告書
に添付すべ
き関係書類

交付申請書
に添付すべ
き関係書類

補助率等補助対象経費補助対象者

補助金等を交
付する事務又
は事業の名称
及びその目的
又は趣旨

平成２３年１２月１３日
（火曜日）
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２９号様式
教育第

３０号様式
別に指
示する様
式

が決定する
額とする。

通知・通達・照会

教 給 第 ８４１ 号
平成２３年１２月１３日

各 次 課 長
各 出 先 機 関 の 長
各 所 管 機 関 の 長 様
札幌市を除く各市町村教育委員会教育長
（札幌市を除く各市町村立学校長）

北海道教育委員会教育長

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の運用についての一部改正について
等について（通知）

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の運用についての一部改正について（平成２３年
１１月３０日付け人委第４５３号）等の通知が別記１から別記５までのとおり北海道人事委員会事
務局長からあったので、通知します。

記
１ 給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の運用についての一部改正について（平成２３
年１１月３０日付け人委第４５３号）（別記１）
２ 人事交流職員に係る改正条例附則第１０項の規定による給料の支給についての一部改正に
ついて（平成２３年１１月３０日付け人委第４５５号）（別記２）
３ 特地勤務手当等に関する規則の一部改正に伴う経過措置の運用についての一部改正につ
いて（平成２３年１１月３０日付け人委第４５６号）（別記３）
４ 育児短時間勤務職員等に係る特地勤務手当等に関する経過措置の運用についての一部改
正について（平成２３年１１月３０日付け人委第４５７号）（別記４）
５ 平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置の運用について（平成２３年１１月３０日
付け人委第４５８号）（別記５）

（教育職員局給与課給与制度グループ）

別記１
人 委 第 ４５３ 号
平成２３年１１月３０日

北 海 道 総 務 部 長
北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長
北 海 道 警 察 本 部 警 務 部 長
北 海 道 議 会 事 務 局 長
北 海 道 監 査 委 員 事 務 局 長
北海 道 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長 様
北海道連合海区漁業調整委員会事務局長
各海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 長
北海道内水面漁場管理委員会事務局長
札幌 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 長
北 海 道 人 事 委 員 会 事 務 局 長

北海道人事委員会事務局長

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の運用についての一部改正について
（通知）

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の運用について（平成１８年３月３１日付け人委第
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６４２号通知）の一部が次のとおり改正されたので、平成２３年１２月１日以降は、これによって
実施してください。

記
第２条関係中第２項を削り、第１項の項番号を削る。
第３条関係中「第３条第２項第６号」を「第３条第２項第５号」に改める。
第４条関係第２項及び第３項中「第４条第１項第６号」を「第４条第１項第５号」に改め、
同条関係第４項第１号中「第２条第１３号」を「第２条第１２号」に、「１００分の９９．５９」を「１００
分の９９．１」に改め、同項第２号ア中「１００分の９９．５９」を「１００分の９９．１」に、「道職員勤務時
間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道
条例第３号。以下「道職員勤務時間等条例」という。）第２条第２項」に、「学校職員勤務時
間等条例第３条第２項」を「北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北
海道条例第２１号。以下「学校職員勤務時間等条例」という。）第３条第２項（市町村立学校
職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年北海道条例
第８１号）第２条において準用する場合を含む。以下学校職員勤務時間等条例の規定について
規定する場合において同じ。）」に改め、同項第３号中「又は第６号」を削る。
その他の事項中第１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を第２項とする。

（給与課給与グループ）

別記２
人 委 第 ４５５ 号
平成２３年１１月３０日

北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長
北 海 道 議 会 事 務 局 長
北 海 道 監 査 委 員 事 務 局 長
北海 道 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長
北海道連合海区漁業調整委員会事務局長 様
各海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 長
北海道内水面漁場管理委員会事務局長
札幌 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 長
北 海 道 人 事 委 員 会 事 務 局 長

北海道人事委員会事務局長

人事交流職員に係る改正条例附則第１０項の規定による給料の支給についての一
部改正について（通知）

人事交流職員に係る改正条例附則第１０項の規定による給料の支給について（平成１８年５月
１８日付け人委第１２０号通知）の一部が次のとおり改正されたので、平成２３年１２月１日以降は、
これによって実施してください。

記
第１項中「第２条第１３号」を「第２条第１２号」に、「１００分の９９．５９」を「１００分の９９．１」に
改める。

（給与課給与グループ）

別記３
人 委 第 ４５６ 号
平成２３年１１月３０日

北 海 道 総 務 部 長
北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長
北海道警察本 部 警 務 部 長 様
北海道選挙管理委員会事務局長
各海区漁業調整委員会事務局長

北海道人事委員会事務局長

特地勤務手当等に関する規則の一部改正に伴う経過措置の運用についての一部
改正について（通知）

平成２３年１２月１３日（火曜日） 北海道教育委員会公報 第６０６０号
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特地勤務手当等に関する規則の一部改正に伴う経過措置の運用について（平成１９年３月１３
日付け人委第５７７号通知）の一部が次のとおり改正されたので、平成２３年１２月１日以降は、
これによって実施してください。

記
第６項に次の１号を加える。
�３ 第１項第２号、第２項第２号ア若しくはイ、第３項第２号、第４項第２号又は第５項
第２号の規定の適用を受ける職員で、これらの規定の新たに給与条例適用職員となった
日が平成２３年４月１日から同年１１月３０日までの間にある者 これらの規定中「における
給料及び」とあるのは、「における給料について北海道職員の給与に関する条例等の一
部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５２号。以下「平成２３年道職員改正条例」とい
う。）の施行の日における平成２３年道職員改正条例第１条の規定による改正後の道職員
給与条例の規定及び平成２３年道職員改正条例第４条の規定による改正後の北海道職員の
給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１８年北海道条例第１１号）附則第８項か
ら第１０項までの規定並びに北海道地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する
条例（平成２３年北海道条例第５５号。以下「平成２３年警察職員改正条例」という。）の施
行の日における平成２３年警察職員改正条例第１条の規定による改正後の警察職員給与条
例の規定及び平成２３年警察職員改正条例第２条の規定による改正後の北海道地方警察職
員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年北海道条例第５２号）附則第８項
から第１０項までの規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該給与条例適用職員
となった日における」とする。

（給与課給与グループ）

別記４
人 委 第 ４５７ 号
平成２３年１１月３０日

北 海 道 総 務 部 長
北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長
北海道警察本 部 警 務 部 長 様
北海道選挙管理委員会事務局長
各海区漁業調整委員会事務局長

北海道人事委員会事務局長

育児短時間勤務職員等に係る特地勤務手当等に関する経過措置の運用について
の一部改正について（通知）

育児短時間勤務職員等に係る特地勤務手当等に関する経過措置の運用について（平成２０年
２月８日付け人委第５５１号通知）の一部が次のとおり改正されたので、平成２３年１２月１日以
降は、これによって実施してください。

記
第１項及び第２項第１号中「。以下「道職員勤務時間等条例」という。」を削り、「道職員
勤務時間等条例第２条第１項」を「同条例第２条第１項」に改め、同項第２号ア及びイ中「。
以下「道職員勤務時間等条例」という。」を削り、「道職員勤務時間等条例第２条第１項」を
「同条例第２条第１項」に、「道職員勤務時間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務
時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第３号）第２条第２項」に改め、同号ウ中
「。以下「道職員勤務時間等条例」という。」を削り、「道職員勤務時間等条例第２条第１項」
を「同条例第２条第１項」に、「当該数」を「同条例第２条第２項又は第８条第１項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条例第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た
数」に、「道職員勤務時間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例（平成１０年北海道条例第３号）第２条第２項」に改める。

（給与課給与グループ）

別記５
人 委 第 ４５８ 号
平成２３年１１月３０日

北 海 道 総 務 部 長
北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長

平成２３年１２月１３日（火曜日） 北海道教育委員会公報
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北 海 道 警 察 本 部 警 務 部 長
北 海 道 議 会 事 務 局 長
北 海 道 監 査 委 員 事 務 局 長
北海 道 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長 様
北海道連合海区漁業調整委員会事務局長
各海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 長
北海道内水面漁場管理委員会事務局長
札幌 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 長
北 海 道 人 事 委 員 会 事 務 局 長

北海道人事委員会事務局長

平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置の運用について（通知）
平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置の運用について、次のとおり定められ
たので通知します。

記
改正条例附則第３項等関係
北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５２号。
以下「道職員改正条例」という。）附則第３項第１号、北海道学校職員の給与に関する条
例等の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５３号。以下「学校職員改正条例」とい
う。）附則第２項第１号（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関す
る条例の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５４号）附則第２項において準用する
場合を含む。以下学校職員改正条例の規定について規定する場合において同じ。）及び北
海道地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５５
号。以下「警察職員改正条例」という。）附則第２項第１号に規定する合計額の算定の基
準となる日において、休職者（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項又は
北海道職員等の分限に関する条例（昭和２７年北海道条例第６０号）第１条の２の規定により
休職にされている職員をいう。）、育児休業職員（地方公務員の育児休業等に関する法律（平
成３年法律第１１０号）第２条の規定により育児休業をしている職員をいう。）、停職者（地
方公務員法第２９条の規定により停職にされている職員をいう。）、当該日について北海道職
員の給与に関する条例（昭和２７年北海道条例第７５号）第１３条、北海道学校職員の給与に関
する条例（昭和２７年北海道条例第７８号）第１３条（市町村立学校職員給与負担法に規定する
学校職員の給与に関する条例（昭和２７年北海道条例７９号）第２条第２項において準用する
場合を含む。）、北海道地方警察職員の給与に関する条例（昭和２９年北海道条例第３４号）第
１５条又は北海道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年北海道条例第６５
号）第１６条第１項等の規定により給与を減額された職員等の当該合計額の算定の基礎とな
る給料の調整額その他の給与の全額が支給されない職員であった者の当該合計額について
は、当該給料の調整額その他の給与の全額を支給されたものとして算定する。
平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則第６条関係
道職員改正条例附則第３項、学校職員改正条例附則第２項及び警察職員改正条例附則第
２項の規定による平成２３年１２月に支給する期末手当の額の算定については、その計算の過
程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握し、職員に対しできる限り明らか
にするものとする。

（給与課給与グループ）
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